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衆
議
院
議
員
中
野
譲
君
提
出
日
米
安
全
保
障
条
約
と
地
位
協
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
六
号
。
以
下
「
日
米
安

保
条
約
」
と
い
う
。
）
第
六
条
に
お
い
て
は
、
「
日
本
国
の
安
全
に
寄
与
し
、
並
び
に
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安

全
の
維
持
に
寄
与
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
そ
の
陸
軍
、
空
軍
及
び
海
軍
が
日
本
国
に
お
い
て
施
設
及
び
区
域
を

使
用
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。
前
記
の
施
設
及
び
区
域
の
使
用
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
は
、
千
九
百

五
十
二
年
二
月
二
十
八
日
に
東
京
で
署
名
さ
れ
た
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条
に
基
く
行

政
協
定
（
改
正
を
含
む
。
）
に
代
わ
る
別
個
の
協
定
及
び
合
意
さ
れ
る
他
の
取
極
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て

い
る
。
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日

本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。
以
下
「
日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）

は
、
こ
の
日
米
安
保
条
約
第
六
条
の
規
定
に
い
う
「
別
個
の
協
定
」
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
に
よ

る
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
の
使
用
並
び
に
我
が
国
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
を
規
律
す
る
も

の
で
あ
る
。

一



二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

日
米
安
保
条
約
に
お
い
て
、
条
文
上
、
「
移
動
」
と
い
う
用
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
日
米
地
位
協
定
に
お
い
て
は
、

第
五
条
に
お
い
て
、
一
定
の
船
舶
、
航
空
機
等
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
が
使
用
し
て
い
る
施
設
及
び
区
域
に
出
入
し
、
こ

れ
ら
の
も
の
の
間
を
移
動
し
、
及
び
こ
れ
ら
の
も
の
と
我
が
国
の
港
又
は
飛
行
場
と
の
間
を
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規

定
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
「
移
動
」
と
は
、
人
又
は
物
の
位
置
を
動
か
す
こ
と
や
そ
れ
ら
の
位
置
が
動
く
こ
と
を
い
う
な

ど
と
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
が
、
日
米
地
位
協
定
第
五
条
の
規
定
に
お
け
る
「
移
動
」
と
い
う
用
語
も
、
こ
の
よ
う

な
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の
運
用
上
の
都
合
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の
艦
船
等
を
我
が
国
か
ら
他
の
地
域

に
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
、
日
米
安
保
条
約
上
問
題
な
い
こ
と
は
、
従
来
か
ら
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
で
あ

っ
て
も
、
当
該
艦
船
等
が
我
が
国
の
領
域
内
に
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
当
該
艦
船
等
に
つ
い
て
日
米
地
位
協
定
は
適
用
さ

れ
る
。

二


